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本格操業に向けた取組
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 原発事故直後､県内の漁業協同組合が全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業を⾃粛しました｡
 平成24年６⽉から､出荷が制限されていない⿂種の操業･販売（いわゆる試験操業）を開始し、
順次､漁業種類･対象種･海域を拡⼤しました。

 令和３年４⽉からは本格操業へ向けた移⾏期間へと位置づけ、⽔揚の拡⼤を図っています。

福島県における沿岸漁業（沖底含む）及び海⾯養殖業の⽔揚量

（速報値）
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 福島県の公的検査に加え、漁協も⾃主検査をしています。

福島産⿂介類の放射性セシウムの検査体制
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※くわしくは「福島県農林⽔産物・加⼯⾷品モニタリング情報」
https://www.new-fukushima.jp/monitoring_inspection

出荷制限⿂種も含めて定期的に実施
国の基準値（100ベクレル/kg）を超えた場合は、国から出荷制限を指⽰

→ 基準値を安定して下回ったことを確認して、国が出荷制限を解除

⽔揚げ⽇毎に、出荷予定の全⿂種を対象に実施
⾃主規制値（50ベクレル/kg）を上回った場合は出荷を⾃粛

→ ⾃主規制値を安定して下回ったことを確認して、出荷を再開
 国の基準値を上回った場合は（2014年のユメカサゴ、2019年のコモンカスベ、
2021年・2022年のクロソイの４例）⽔産庁に連絡

1 福島県の公的検査

２ 漁協の⾃主検査



福島県海産魚介類における放射性セシウム濃度の推移（福島県の検査）

3水産庁資料 https://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html （2023年４月末）を基に作成

 2015年度以降で基準値を上回ったのは４例のみです。

 2017年度以降は99%で基準値の１割以下になりました。

検査件数 基準値(100ベクレル/kg)以内の率

年度

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

基準値超過件数 1,077 791 181 48 0 0 0 1 0 1 2 0 0

基準値以内件数 1,997 5,479 7,666 8,705 8,633 8,842 8,559 6,229 5,456 3,975 3,984 4,195 340

基準値以内の率 64.96% 87.38% 97.69% 99.45% 100.00%100.00%100.00% 99.98% 100.00% 99.97% 99.95% 100.00%100.00%
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（⿂種数）

⽔産庁資料https://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html（ 2023年４⽉末）を基に作成

出荷制限⿂種数の推移

 現在残る出荷制限はクロソイのみです。

出荷制限⿂種数の推移
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2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

出荷制限
魚種数
（最大）

1 40 42 39 28 26 11 8 5 0 1 1 1
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漁協の⾃主検査結果

5福島県漁連公表資料（ 2023年４⽉末現在）を基に作成

暦年

（分析数）

 2018年以降毎年１万件を超える検査を実施しています。

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
100ベクレル/kg超 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
50ベクレル/kg超 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
50ベクレル/kg以下 150 620 1,670 2,778 4,287 8,997 12,447 14,329 17,801 18,685 18,882 6,523
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 政府は、福島第⼀原発事故による⾷品（飲料⽔含む）からの被ばく量を年間1ミリシーベルト以
下に抑える⽬標を設定。

 年間1ミリシーベルトは、国際放射線防護委員会（ICRP）が、⾃然からの被ばく量の地域差の
範囲内で、誰でも受け⼊れ可能な⽬安として⽰しているもので、安全と危険の境い⽬ではない。

 ⽬標達成の⼿段として、⾷品の放射性セシウムの基準値を100ベクレル/kgと設定。
 基準値は、セシウム以外の核種の影響も考慮した上で、全流通⾷品の50％が基準値の放射性

物質を含むと仮定して算出。

福島第⼀原発事故を受けた⾷品中の放射性物質に関する基準について
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 基準値は安全と危険の境⽬ではありません。

European Atlas of Natural Radiationを基に作成

ヨーロッパ各国の⾃然放射線からの年間被ばく量（ミリシーベルト）
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⽬標は達成されているのか︖ ①

〇 厚⽣労働省の調査
平成23年度から地元産・近隣県産の⾷品を購⼊し簡単に調理してサンプルとしている

⇒サンプルと同じものを1年間⾷べ続けた場合の年間被ばく量は最⼤0.0008ミリシーベルト
（令和4年度）

 ⼗分に達成されています。

厚⽣労働省資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21528.html（2022年４⽉末）を基に公表⽇を基準として作成
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⽬標は達成されているのか︖ ②

〇 コープふくしまの調査
平成23年度から福島県内50~200家庭で作った料理をサンプルとしている
⇒全てのサンプルで検出限界値（1ベクレル/kg）未満（令和２年度）
※1ベクレル/kgの⾷材を毎⽇２kg⾷べた場合の年間被ばく量は0.0095ミリシーベルト

〇 福島県の調査
平成24年度から避難指⽰が解除された区域を中⼼に対象者を選定し、1⽇間に飲⾷したものと
同じものをサンプルとしている

⇒今回の⾷事と同じものを１年間⾷べ続けた場合の被ばく量は最⼤（令和４年度）
0.0026ミリシーベルトで、放射性ストロンチウムは不検出

 ⼗分に達成されています。



トリチウムのモニタリングの概要について ①

⽔産物の安全性と消費者の信頼確保のため、令和５年度においてもトリチウムを対
象とする⽔産物のモニタリングを実施します。

● ALPS処理⽔の海洋放出される場合、できるだけ早くモニタリングの結果を
⽣産者・消費者に提供し、⾵評を抑制したい。

9

＜令和４年度＞

● 北海道から千葉県まで、東⽇本の太平洋側で200検体程度を分析。

● 精密な分析のため、分析結果を出すには１か⽉半程度の期間を要する。

● 検出限界値は、最⼤でも0.4Bq/kg程度であった。

＜令和５年度＞

● 具体的には、検出限界値を10Bq/kg程度とし、翌⽇⼜は翌々⽇に結果を
得られる⼿法（迅速分析）を実施。



トリチウムのモニタリングの概要について ②
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＜分析期間・頻度＞
● 分析期間は、放出後１か⽉程度を⾒込む。

● 放出直後、できるだけ毎⽇（⼟⽇も含め）、分析。

＜採取場所・⽅法＞

● できるだけ確実にサンプルを確保

● また、サンプルは、福島第⼀原発の北側と南側の２地点で採取。
（東電が実施している請⼾川沖、熊川沖でのサンプル採取。）

（出典）福島県下漁協組合⻑会議資料



11⽔産庁資料 https://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html （2023年３⽉末時点）を基に作成

 令和４年６⽉から開始し、３⽉末時点で216検体の分析を実施しました。

トリチウム分析結果 ①

⿂類 29種 アイナメ、イシガレイ、イラコアナゴ、カツオ、カナガシラ、キアンコウ、
キツネメバル、ギンザケ、ゴマサバ、サケ、シラス、シログチ、シロメバル、
スケトウダラ、スズキ、トラフグ、ババガレイ、ヒラメ、ビンナガ、ブリ、
ホウボウ、マアナゴ、マサバ、マダイ、マダラ、マツカワ、ミギガレイ、
ムシガレイ、ヤナギムシガレイ

甲殻類１種 イセエビ
⾙類 ６種 アカガイ、アサリ、ウバガイ、エゾアワビ、ホタテガイ、マガキ
頭⾜類３種 スルメイカ、ヤナギダコ、ヤリイカ
海藻類４種 ノリ、ヒトエグサ、マコンブ、ワカメ
その他 ３種 エゾバフンウニ、マナマコ、マボヤ
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 トリチウムの分析結果は全て検出限界値（最⼤で0.408Bq/kg）未満で、海
⽔のトリチウム濃度と変わらない（＝トリチウムは⽣物濃縮しない）結果となりま
した。

出典︓環境放射線データベースhttps://www.kankyo-
hoshano.go.jp/

出典︓⽔産庁webサイト
https://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html

組織⾃由⽔型トリチウム 【参考】海⽔のトリチウム濃度(2021年度)

0.408Bq/kg0.408Bq/kg

海⽔の採取地はデータのある北海道、⻘森県、宮城県、福島県、茨
城県を記載

トリチウム分析結果 ②



検査結果の公表
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 ⽔産庁では放射性物質検査の結果をHPで公表しています。
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おいしい福島の海産物を楽しんでください︕
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